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第４章　安全で良好な生活環境の確保

１　安全で活力のある土壌環境の保全

１　土壌環境の現状
県は、かつて二迫川地域及び新堀・出来川上流
地域において、カドミウムによる土壌汚染が確認
され、昭和５１年に旧鶯沢町、旧古川市について「農
用地の土壌の汚染防止等に関する法律」（昭和４５年
法律第１３９号）に基づく地域指定を行い、公害防除
特別土地改良事業を実施した結果、旧古川市につ
いては指定地域を全部解除しました。旧鶯沢町に
ついては更にカドミウム吸収抑制剤（ALC）を散
布し、平成２３年に指定地域の解除を行っており、
現在、県内には指定地域はありません。
一方、二迫川地域（旧築館町、旧栗駒町、旧鶯

沢町）及び小原・赤井畑地域（白石市）において
は、環境基準を超えるレベルではありませんが、
カドミウムを含む農作物が生産される地域が確認
されており、このような地域も土壌汚染地域とし
てとらえ対策を進めています。
①　二迫川地域
（栗原市：旧築館町、旧栗駒町、旧鶯沢町）
昭和４３年１１月、厚生省（当時）が実施したカド
ミウムに係る環境汚染調査の結果、昭和４４年３月
に旧鶯沢町二迫川支流鉛川沿岸の水田１４．３０haが
環境汚染要観察地域に指定されました。
このため、土壌汚染防止対策事業細密調査及び

県単独事業による補足調査（昭和４５～４７年度）を
実施したところ、旧３町で農用地２１０．４４haにカド
ミウム汚染が認められました。このうち、旧鶯沢
町の２３．６７haについて、昭和５１年９月に農用地土
壌汚染対策地域に指定し、昭和５５年度から昭和６０
年度にかけて公害防除特別土地改良事業を実施す
るとともに、昭和５６年度から平成元年度まで事業
実施後の状況把握調査を実施しました。
その結果、指定要件（玄米カドミウム濃度１芦

以上）が消滅したものと判断できる２２．９８haにつ
いて、平成３年１月に農用地土壌汚染対策地域の
指定解除を行っています。
さらに、残りの０．６９haについてもカドミウム吸

収抑制資材（ALC）を散布し、調査を継続した結
果、指定要件（玄米カドミウム濃度０．４芦以上）が
消滅したと判断し、平成２３年６月に指定を解除し
ました。
なお、これまでに非食用作物への転換や土壌汚

染対策事業等でカドミウム吸収抑制資材（ALC）
の散布を実施した結果、現在、食品衛生法（昭和
２２年法律第２３３号）によるカドミウム基準値（０．４
芦）を超過する産米の発生が懸念される農用地は
６９．６haと減少しています。
②　小原・赤井畑地域（白石市）
昭和４８年度の休廃止鉱山に係る環境調査及び休

廃止鉱山農作物等被害調査の結果、白石市小原・
赤井畑地域において、１．２８haの農用地でカドミウ
ムによる土壌汚染が明らかになりました。
その後、平成９年にカドミウム吸収抑制資材

（ALC）を散布し、カドミウム基準値（０．４芦）を
超過する産米の発生抑制を図っています。

２　安全で活力のある土壌環境を目指して
講じた施策

①　農用地の土壌汚染対策
ア　カドミウム吸収抑制資材散布による対策及び
効果追跡調査
水稲のカドミウム吸収を抑制するため、旧栗駒

町と旧築館町のほ場２６．６６haに吸収抑制資材
（ALC）を散布しました。
また、カドミウム吸収抑制資材の散布後の効果

を確認するため、過年度に資材を散布したほ場で
追跡調査を実施しました。
イ　カドミウム基準値超過米の生産防止対策の実
施状況
水稲のカドミウム吸収を防止するための生産防

止計画を作成し、その普及啓発や実施状況の確認
を行い、生産防止対策を着実に実施しました。
ウ　カドミウム基準値超過米の市場流通防止対策
の実施状況
カドミウム基準値超過米の市場流通を防止する

ため、二迫川地域等において産米のロット調査を
実施しました。
②　市街地における土壌汚染対策
近年、工場跡地の再開発等に伴い、重金属及び

揮発性有機化合物等による土壌汚染が顕在化して
きており、これらの有害物質による土壌汚染は、
放置すれば人の健康に影響を及ぼすことが懸念さ
れることから、土壌汚染の状況の把握に関する措
置及びその汚染による人の健康被害の防止に関す

第３節　土壌環境及び地盤環境の保全

農産園芸環境課

農産園芸環境課

環境対策課
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第３部　環境保全施策の展開

る措置等を定めた「土壌汚染対策法」（平成１４年法
律第５３号）が平成１５年２月に施行されました。そ
の後、法の施行を通して浮かび上がった問題点等
を踏まえ、汚染土壌の適正処理の確保、土壌汚染
の状況の把握のための制度の拡充、土壌汚染に対
する講ずべき措置の内容の明確化を図るために、
平成２１年４月に改正され、平成２２年４月より施行
されました。
改正土壌汚染対策法では、汚染の可能性のある

土地について、法令で定める要件に該当する工場
の廃止時等の一定の契機をとらえて調査を行い、
基準に適合しない土地については、その区域を、
健康被害が生ずるおそれがあり、汚染の除去等の

措置が必要な場合は要措置区域に、また、健康被
害が生ずるおそれがなく、土地の形質の変更の制
限が必要な場合は形質変更時要届出区域に指定・
公示することを定めており、要措置区域では汚染
の除去等の措置等を講ずることを求めています。
県内では、平成２４年３月末現在、要措置区域に

７か所、形質変更時要届出区域に２か所指定され
ています。
また、法に定める対策を推進するほか、土地所

有者等からの相談に応じ、土地所有者等の自主調
査で土壌汚染が明らかになった土地に対しては、
適切に対応するよう指導するとともに、危害の未
然防止に努めています。

２　安全な地盤環境の保全

１　地盤環境の現状
地盤沈下のみられる地域を対象に、地表面の変

動を観測するための水準測量調査を行うととも
に、地層ごとの地盤収縮量や地下水位の動向を観
測するための観測井を設置し、地盤沈下の状況を
把握してきました。

現在は、地盤沈下がみられる仙台平野地域、古
川地域、石巻地域及び気仙沼地域において、水準
測量調査等により、地盤沈下の状況を確認してい
ます。
また、地盤沈下のおそれのある地域において

も、地下水位の動向を観測しています。

環境対策課

▲図３−４−３−１　観測井位置図

▼表３−４−３−１　水準測量調査概要（平成２３年度）

仮不動点基準日
測量距離
水準点数
測量精度

実施機関地　　　域

仙台市青葉区本町三丁目８－１
宮城県公共水準点MI００H２２．　９．１

３４７．５km
３２３点
１級水準測量

国土地理院・宮城
県・仙台市・塩竈
市・名取市・多賀
城市・岩沼市・利
府町

仙台平野地域
(仙台市・塩竈市・
名取市・多賀城市・
岩沼市・利府町）

大崎市古川北町
大崎市古川水準点BH２３．１１．１

２４．０２km
２１点
１級水準測量

大崎市古川地域
(大崎市）

気仙沼市八日町一丁目
気仙沼市水準点０－

１４．４km
１４点
１級水準測量

気仙沼市気仙沼地域
（気仙沼市）

○地下水位観測井
●地下水位及び 地盤沈下観測井
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第４章　安全で良好な生活環境の確保

①　水準測量調査結果
国土地理院、県及び関係市町では、仙台平野地

域、古川地域及び気仙沼地域で水準測量を実施し
ています。主要な水準点の変動量をみると、昭和
５０年代後半までは最大で年間３～１０㎝程度沈下し
ていますが、昭和６０年代以降は徐々に沈静化の傾
向にあります。

ア　仙台平野地域
仙台平野地域では、仙台市、塩竈市、多賀城市、

名取市、岩沼市及び利府町で水準測量調査を隔年
実施しています。平成２０年度から平成２２年度まで
の２年間で、仙台平野全域の平均沈下量は０．４㎜
でした。

0
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▲図３−４−３−２　仙台平野地域主要水準点変動量

イ　古川地域
古川地域では、大崎市内２１地点で水準測量調査

を行っています。平成２３年度は、東日本大震災の
影響により９～９４㎜の沈下となりました。
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大崎市古川北町一丁目

大崎市古川馬寄字河西

大崎市古川栄町

大崎市古川若葉町

大崎市古川北町五丁目

（年度）平成

▲図３−４−３−３　古川地域主要水準点変動量

ウ　気仙沼地域
気仙沼地域では、気仙沼市内１４地点で水準測量

調査を行っています。平成２３年度は、東日本大震

災の影響により、６２．５～７３．８唖（参考値）の沈下
となりました。

▲図３−４−３−４　気仙沼地域主要水準点変動量

気仙沼市錦町一丁目

気仙沼市栄町※

気仙沼市港町※

気仙沼市浜町一丁目

気仙沼市川口町一丁目※

気仙沼市弁天町二丁目
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※平成２３年度は、東日本大震災によ
り、栄町、港町、川口町一丁目の
水準点が亡失したため欠測。ま
た、前年度までと実施方法が異な
るため、今年度沈下量は参考値。
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第３部　環境保全施策の展開

②　地層ごとの地盤収縮量の観測結果
仙台市宮城野区苦竹の観測井において地盤収縮

量の監視測定を行っています。観測の結果による
と、当該地区の沈下は最も地表に近い沖積層と、

その下の洪積層の収縮によって生じていると考え
られます。

▲図３−４−３−５　苦竹地盤沈下観測井における地層収縮量の経年変化
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③　地下水位の変動状況
ア　地盤沈下のみられる地域
地盤沈下のみられる地域の観測井の地下水位に

ついては、平成２３年１月の観測結果を見ると、例
年に比べ大きな水位の低下が見られますが、原因
は不明です。その他、経月水位は変動を示してい
るものの、経年的な変動はほぼ横ばいの傾向にあ
ります。
仙台平野のような沖積平野の季節的な変化とし

ては、夏期に水位が高く、冬期に低くなる傾向を

示します。特に、名取市上余田に設置している名
１観測井では、冬季に地下水位の低下が顕著で
す。
これは、地場産業であるせり栽培のために地下

水を大量に揚水することによるものと考えられま
す。
イ　地盤沈下のおそれのある地域
地盤沈下のおそれのある地域の観測井の地下水

位に顕著な変動はなく、ほぼ例年どおりの変動を
示しています。

▲図３−４−３−６　仙台市苦竹地区の地下水位変化図
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▲図３−４−３−７　地盤沈下のみられる地域の地下水位変化図
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名１(名取市上余田)

気６(気仙沼市潮見町)※
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※気６及び仙３について
は東日本大震災による
機器及び測定データの
流出により欠測

※平成２３年度は東日本大震災によ
り機器が故障したため欠測
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第４章　安全で良好な生活環境の確保

▲図３−４−３−８　地盤沈下のおそれのある地域の地下水位変化図

岩１(岩沼市吹上)

河１(石巻市鹿又）

多２(多賀城市新田）

石５(石巻市明神町)
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※河１：平成２１年度より
測定中止

石５：平成２１年度より
測定中止

２　安全な地盤環境を目指して講じた施策
昭和50年に、｢工業用水法｣（昭和31年法律第146

号）に基づき、仙台市東部地域、多賀城市の一部
及び七ヶ浜町の一部約90 挨を地域指定し、工業用
の地下水の揚水規制を実施しています。指定地域
内では、揚水設備（吐出口の断面積６ 哀を超える
もの）により地下水を採取し、これを工業の用に
供する場合は、知事の許可を必要とします。
また、昭和49年以来「地盤沈下防止対策要綱」

によって、仙台市苦竹地区等を指定し、地下水揚
水量の削減指導を行ってきており、平成８年に
は、それまでの要綱による指導を条例による規制
としました。現在、条例に基づいて揚水量の削減
規制を行っている指定地域は62.4 挨となっていま

す。
条例による規制では、指定地域内で、揚水設備

（吐出口の断面積６哀を超えるもの）により地下水
を採取しようとする者に届出を義務付けており、
業種及び用途にかかわらず、建設工事に伴う揚水
も対象としています。また、地下水採取量の記録
及び報告を義務付けるとともに、地下水採取量の
削減や水源転換等の指導を行っています。
現在、揚水設備の届出本数は、仙台市、塩竈市、

多賀城市及び利府町の指定地域内で223本となっ
ており、農業用井戸が最も大きい割合を占めてお
ります。また、建設工事に係る揚水設備の届出件
数は、平成23年度は12件（うち仙台市７件）でし
た。

▲図３−４−３−９　指定地域図




